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船舶事故調査報告書 

 

令和３年７月１４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 令和２年８月１８日 １６時４３分ごろ 

発生場所 北海道余市
よ い ち

町余市海岸栄
さかえ

地区付近 

余市河口港外防波堤東灯台から真方位１０３°１.４海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯４３°１１.７′ 東経１４０°４９.４′） 

事故の概要  水上オートバイ F X
エフエックス

 Cruiser
ク ル ー ザ ー

 S V H O
エスブイエイチオー

は、遊走中、消波ブロッ

クに衝突した。 

FX Cruiser SVHO は、船長が死亡し、船首部が全壊した。 

事故調査の経過  令和２年８月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ FX Cruiser SVHO、０.２トン 

 ２００－４０４０６北海道、有限会社バルシステム 

 ３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１８３.９kＷ、平成２７年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１３年５月１８日 

  免許証交付日 平成２８年３月１４日 

         （令和３年５月１７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船首部が全壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、令和２年８月１８日１０時００分

ごろ余市海岸栄地区（以下「本件海岸」という。）を出発し、‘多数の

消波ブロックを６群に分け、本件海岸の北方沖に海岸に平行となるよ

う東西に並べて設置された離岸堤’（以下「本件離岸堤」という。）付

近で遊走を開始した。 

船長は、時折、本件海岸に戻り、一緒に訪れていた数人の知人と歓
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談や食事等の休憩を取りながら、離着岸及び遊走を繰り返していた。 

船長の知人２人（以下「知人Ａ」、「知人Ｂ」という。）は、本件海

岸の砂浜で食事等を楽しみながら、本件離岸堤の隙間から時折見える

船長の遊走を眺めていたところ、船長が‘本船前部に移動してフード

を後ろ向きに跨
また

いだ姿勢’（以下「本件操縦姿勢」という。）で、本件

離岸堤至近を高速で遊走する様子を目撃し、危険だと感じていた。

（図１参照） 

 

図１ 船長の操縦姿勢（イメージ図） 

本船は、１６時４３分ごろ、本件離岸堤の北方付近を同堤隙間
す き ま

越し

に左方向に航走するのを知人Ｂにより目撃された直後、‘本件離岸堤

の西から２番目の消波ブロック群’（以下「本件消波ブロック」とい

う。）の西端付近に衝突した。 

知人Ａは、歓談中、本船の衝突音を聞いて振り向き、船長が、衝突

とともに船首方に投げ出されて本件離岸堤を飛び越え、本件海岸付近

の海面に落水するのを、知人Ｂと共に目撃した。 

知人Ｂは、本件海岸に泊めてあった別の水上オートバイに乗って船

長のところに急行し、仰向けで浮いている船長に声を掛けたものの応

答がなかったので海中に飛び込み、船長を引っ張って本件海岸に向か

って泳いだ。 

船長は、知人Ｂと共に本件海岸に戻った時、心肺停止の状態であっ

た。 

本事故の発生を知って駆けつけた人達の中の１人は、１１９番通報

により救急車を要請し、１１０番通報により本事故の発生を通報し

た。 

船長は、知人達により心肺蘇生の措置が続けられた後、来援した救

急車により付近の学校に搬送されてドクターヘリの到着を待ち、同ヘ

リ搭乗医師により死亡が確認され、死因は短時間での多発外傷（いず

れも推定）と検案された。 
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（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、令和元年７月に本船を中古で購入し、水上オートバイの操

縦経験が十数年あり、知人Ａからはベテランと思われていた。 

知人Ａは、船長が、過去に別の水上オートバイ（スタンドアップ

型、一人乗り）に乗っていた時、演技を見せるプロライダーをまね、

本事故当時と同じ体勢で操縦し、‘船尾からのジェット水流を空中に

向けて勢いよく噴出しながら航行する遊走’（以下「本件遊走」とい

う。）を行っていたのを見たことがあった。 

知人Ａは、本船の船体がスタンドアップ型水上オートバイと比べて

大きく本件遊走には適さないものの、本件離岸堤北方付近を走り回る

本船から甲高いエンジン音を聞いていたので、船長が断続的に本件遊

走を行っているものと思った。 

知人Ａ及び知人Ｂは、時折見える本船の様子から時速６５km 以上

で航行していると思った。 

船長は、本事故当時、ウェットスーツ（上下）、マリンブーツ及び

救命胴衣等を着用していた。 

船長は、本事故当時、飲酒をしていなかった。 

本船の取扱説明書には、操縦者の乗船姿勢として、両手でハンドル

バーをしっかりと握り、両足をフットウェルフロアに乗せることが明

記されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、船長が、本件離岸堤北方付近において本件遊走を伴う遊走

中、本件操縦姿勢のまま本件消波ブロックに接近し過ぎていたことか

ら、本船が、本件消波ブロックに向かう状況となった際、減速や針路

変更等の適切な操縦ができず、本件消波ブロックに衝突したものと考

えられる。 

船長は、本件操縦姿勢で操縦するのを目撃されており、また、本船

の甲高いエンジン音も確認されていたことから、本事故当時、本件遊

走を行っていたものと考えられるが、船長が本事故で死亡しており、

衝突時の詳細な状況等を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、船長が、本件離岸堤北方付近において本件遊走を伴う遊

走中、本件操縦姿勢のまま本件消波ブロックに接近し過ぎていたた

め、本船が、本件消波ブロックに向かう状況となった際、減速や針路

変更等の適切な操縦ができず、本件消波ブロックに衝突したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 
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・水上オートバイの操縦者は、取扱説明書に明記された乗船姿勢で

操縦すること。 

・水上オートバイの操縦者は、遊技等を行う際、その目的にあった

水上オートバイを用い、障害物から十分に離れた広い水域、また

は競技主催者等により安全が確保された水域で行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図  

 

 

事故発生場所 

（令和２年８月１８日 

 １６時４３分ごろ発生） 


